
平
成
二
十
三
年
二
月
七
日
提
出

質

問

第

四

九

号

鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
剰
余
金
と
基
礎
年
金
の
財
源
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

秋

葉

賢

也

49



鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
剰
余
金
と
基
礎
年
金
の
財
源
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
来
、
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
剰
余
金
は
、
国
鉄
改
革
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
鉄
道
機
能
活
性

化
の
た
め
に
使
う
べ
き
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日
提
出
の
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る

財
政
運
営
の
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
」
第
五
条
に
は
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備

支
援
機
構
の
特
例
業
務
勘
定
に
お
け
る
利
益
剰
余
金
（
以
下
「
利
益
剰
余
金
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
兆
二
千
億
円
を
平
成

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

利
益
剰
余
金
は
、
旧
国
鉄
用
地
の
売
却
収
入
、
Ｊ
Ｒ
各
社
の
株
式
売
却
収
入
な
ど
の
国
鉄
改
革
に
由
来
す
る
も
の
を
主
な

財
源
と
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
国
鉄
改
革
が
目
指
し
た
鉄
道
機
能
の
活
性
化
の
た
め
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
趣
旨

だ
と
理
解
し
て
い
る
が
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

二

平
成
二
十
三
年
度
予
算
に
お
け
る
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
分
五
十
％
維
持
に
必
要
な
二
兆
五
千
億
円
の
財
源
に
利
益
剰
余

金
を
充
て
る
と
い
う
の
は
、
極
め
て
不
適
切
な
充
当
で
あ
り
、
本
来
、
年
金
制
度
の
財
源
は
、
恒
久
財
源
で
あ
る
べ
き
と
考

え
る
が
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。
さ
ら
に
、
政
府
の
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
分
の
今
後
の
財
源
に
つ
い
て
、
「
財
政
運
営

一



戦
略
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

三

政
府
は
、
「
財
政
運
営
戦
略
」
の
中
で
、
「
国
の
会
計
間
の
資
金
移
転
、
赤
字
の
付
け
替
え
等
に
安
易
に
依
存
し
た
財
政

運
営
は
厳
に
慎
む
」
と
掲
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
利
益
剰
余
金
の
国
庫
へ
の
納
付
は
、
「
財
政
運
営
戦
略
」

に
い
う
会
計
間
の
資
金
移
転
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
妥
当
性
を
欠
い
た
措
置
で
あ
る
。
「
利
益
剰
余
金
」
は
当
該
団
体
の

目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
と
考
え
る
が
政
府
の
認
識
を
改
め
て
伺
っ
て
お
き
た
い
。

四

そ
も
そ
も
利
益
剰
余
金
が
国
庫
へ
納
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
分
の
財
源
で
は
な
く
、
一
般
会
計
が

承
継
し
た
旧
国
鉄
の
累
積
債
務
の
処
理
な
ど
に
充
当
す
る
の
が
利
益
剰
余
金
の
本
来
の
使
い
道
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認

識
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


